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小学校社会科教育における 
デジタル・シティズンシップ育成の可能性
―教職科目「社会科指導法」からのアプローチ―

武　部　浩　和
Hirokazu Takebe

大阪総合保育大学
児童保育学部

　各市の教育大綱等には、教育 DX（デジタルトランスフォーメーション）が明記されるようになってきた。
小学校社会科では、デジタル・シティズンシップの育成が喫緊の課題である。
　本論文の目的は、デジタルネイティブの教職志望学生が実感している不安を払拭するために、教職科目「社
会科指導法」の改善について提案することである。
　まず、教員として獲得しておくべき情報活用能力（情報モラルを含む）やデジタル・シティズンシップ等を
明らかにする。そして、それらの指導法等について先行研究を概観する。 次に、授業モデルの作成を通して、
教職志望学生の授業力向上の可能性について提案する。

キーワード：教職志望学生、教師教育、デジタル・シティズンシップ、小学校社会科、授業改善

Ⅰ　問題の所在

　2022 年度、GIGA スクール構想による１人１台端末
の利活用が全国の小学校で定着しつつある。子どもたち
は文房具として１人１台端末を活用している。学校での
利活用はもちろん、家庭に持ち帰っての利活用が可能と
なり、子どもたちは日常的にデジタル社会で共生共学し
ていることになる。
　吹田市教育センター（2021）は、ホームページで保護
者向けにパンフレットや動画等を発信している１）。「吹
田市 ICT 教育グランドデザイン」を明示し、ネット端
末を活用の土台となる教育としてデジタル・シティズン
シップ教育を推進している。パンフレットでは、「令和
３年度は教育のデジタル元年！」「吹田市でも子供たち
がワクワクする新しい学びを実現するためのタブレッ
ト・PC（吹田市呼称：SUN ネット端末）が１人１台ず
つ導入されています！」「SUN ネット端末を使えば、世
界の人とつながれます。人に大切なことを伝えることが
できます。知りたいことを知ることができます。自分の
表現したいことを自由な形で表現できます。学び方は子
供たちの工夫次第で無限大。」と日々の教育 DX につい
て市民や保護者等に理解を求めている。

　大阪市教育委員会教育政策課（2022）は、教育振興基
本計画に基づいた取組として「大阪市学校教育 ICT ビ
ジョン」を策定し、「めざす子ども像」をホームページ
で保護者向けにパンフレットを発信している２）。「ICT
機器を活用しながら、知識の理解の質をさらに高めるた
めに、学習者用端末等を効果的に活用することにより、
協働学習や個別学習の充実を図り、主体的に学び、自ら
の考えを伝えるとともに、他者の考えを理解し、多様な
人々と協働して問題を解決しようとする子ども」と学習
の基盤となる情報活用能力の育成について、市民や保護
者等に理解を求めている。
　教職科目「社会」「社会科指導法」等を受講する教職
志望学生（以下、学生と表記）に、上記２市のデジタ
ル・シティズンシップや情報活用能力の育成について紹
介した。この年度の学生は入学当初からコロナ禍で、オ
ンライン授業等を余儀なくされてきた学生である。つま
り、デジタル学習の便利さもリアル学習の意味の深さも
実感しているデジタルネイティブの強みをもっている学
生である。教育実習を前にそれらの強みを発揮し意欲と
自信を引き出そうとしたが、学生たちの意見には不安が
多かった。「インターンシップ等で小学校に行っている
が、パソコンを使っていない学年・学級がある」「教職
員間のデジタル・デバイドが大きい」「１人１台端末を
使う前のルールが厳しすぎる」等々である。
　山本朋弘，野上俊一，石田靖弘，小柳和喜雄，廣瀬真
琴（2021）は、教職課程の学生に今後必要となる ICT 
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活用指導力に関する指標について検討している。国内外
の ICT コンピテンシーに関する指導力指標を概観しな
がら、次のように提言している。「教師の学びや新たな
技術や方法への対応，授業のデザイン等，指標を更新す
る視点に基づいた指標作成が必要である。」３）　

　つまり、学生には、具体的な授業デザインや実践を通
して教育 DX の授業力を獲得させる必要があるという
ことである。教育実習を前にした学生たちには、教職課
程コアカリキュラムの到達目標を達成させると同時に、
具体的な授業デザインを通して情報モラルや情報活用能
力、デジタル・シティズンシップ育成の指導法を獲得さ
せておく必要がある。
　そこで本論文では、「デジタル・シティズンシップ教
育とは何か」「どのように社会科教育 DX の授業をデザ
インしていくのか」「コロナ禍に自分たちが育んできた
デジタルネイティブとしての強みをどのように活かして
いくのか」等の学生たちの問いに応えるように、学生や
教員に必要な授業改善について検討する。まず、土台と
なるデジタル・シティズンシップ教育の概念等について
先行研究の概観と省察を行う。そして、教育 DX によ
る実際の小学校社会科の授業デザイン案を提案する。学
生には、カリキュラム・マネジメントが意識できるよう
に、省察→改善→計画→実践と CAPD のスパイラルで、
教育 DX による社会科の授業改善を実現していくきっか
けとしたい。

Ⅱ　日本のデジタル・シティズンシップ教育言説の概観

　シティズンシップ教育は、多義的かつ多元的、多様な
教育である。そもそも、「citizen」という言葉すら日本
には定着していない。某有名時計ブランドのイメージで
しかないようである。日本の学校教育には、「市民」と
いう意識や概念が定着しにくいようである。
　戦後、アメリカから輸入されから 75 年以上も社会科
教育が展開されているが、目標としての「公民的資質＝
citizenship」の育成は十分に理解している教職員は少な
い。
　2000 年代のはじめに欧米のシティズンシップ教育が
ブームになりかけた。「社会参画＝ citizenship」が、総
合的な学習の時間の環境学習・国際理解学習・キャリ
ア学習等で多種多様な実践研究が展開されている。や
がて、18 歳成年に必要な主権者教育・消費者教育へと、
さらに SDGs 教育等へと進化している。教員や学生に
とって必要なシティズンシップ教育の概念とは何か。デ
ジタル・シティズンシップ教育の登場を機会に、先行研
究を概観しておきたい。

１　文部科学省等の「資質・能力」教育
（１） 文部省（1948）小学校社会科学習指導要領補説の

「公民的資質」
　日本のシティズンシップ教育は社会科教育から始まっ
た。1945 年８月 15 日の終戦で日本国民の意識改革が必
要ということではじまった社会科教育である。戦後民主
化の花形教科としての社会科ではあったが、戦後の大混
乱の中で教員たちは授業づくりに苦労していた。アメリ
カから輸入された新教科であることや経験主義をベース
にした問題解決学習等、当時の日本の学校ではなかなか
受け入れられなかったようである。
　そこで、文部省は 1947 年に小学校学習指導要領（試
案）を発表した翌年に、教員向けの小学校社会科学習指
導要領補説を出している４）。そのなかに「公民的資質」
が登場している。当時としては聞きなれない公民的資質
は citizenship の和訳である。補説では次のように解説
されている。

一、社会科の目標
　社会科の主要目標を一言でいえば、できるだけりっ
ぱな公民的資質を発展させることであります。これ
をもう少し具体的にいうと、児童たちが、（一）自分
たちの住んでいる世界に正しく適応できるように、

（二）その世界の中で望ましい人間関係を実現してい
けるように、（三）自分たちの属する共同社会を進歩
向上させ、文化の発展に寄与することができるよう
に、児童たちにその住んでいる世界を理解させるこ
とであります。そして、そのような理解に達するこ
とは、結局社会的に目が開かれるということである
ともいえましょう。
　児童たちが社会的に目を開くためには、社会の根
本的諸機能と、それらの機能が相互に関係しあって
作っている社会生活全体を、人間らしい生活をいと
なみたいという人間の根本的欲求、すなわち人間性
に関係させて深く理解しなければなりません。なか
でも、社会生活を成立させ発展させている重要な条
件として、（一）人と人との間の相互依存関係、（二）
人間と自然環境との間の相互依存関係、（三）個人と
社会制度や施設との間の相互依存関係、を理解する
ことが肝要であります。
　しかし、りっぱな公民的資質ということは、その
目が社会的に開かれているということ以上のものを
含んでいます。すなわちそのほかに、人々の幸福に
対して積極的な熱意をもち、本質的な関心をもって
いることが肝要です。それは政治的・社会的・経済
的その他あらゆる不正に対して積極的に反ぱつする
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心です。人間性及び民主主義を信頼する心です。人
類にはいろいろな問題を賢明な協力によって解決し
ていく能力があるのだということを確信する心です。
このような信念のみが公民的資質に推進力を与える
ものです。
　社会的に目が開かれていることは、民主社会を建
設し維持するのに欠くことのできない条件です。し
かし社会的に目のあいていること、社会的な関心を
もっていることは、さらに、よい共同生活をするの
に不可欠なさまざまの技能や習慣や態度と結合して
いなければなりません。すなわちその時々の事態に
応じて適切に処理すること、建設的に協力すること、
他人の権利を尊重すること、疑わしい意見や正しく
ない意見とたたかうことなど、総じて民主的社会の
有為な公民として必要な数多くの特性を身につけて
いなくてはなりません。

文部省（1948）小学校社会科学習指導要領補説
　第１章第２節　（下線は筆者）

　社会科は、「社会生活の理解」と「社会的に目が開か
れていること」、そして「人類の問題解決能力を確信す
る心」を育成し、「民主社会を建設し維持」する教科で
ある。つまり、「公民的資質」を育成する教科であるこ
とが明示されている。第２次世界大戦等の反省、平和で
民主的な国家・社会の形成者の育成、問題解決学習によ
る理解・能力・態度の統一的育成等については、今日の
社会科教育の土台であり根幹である。教職員・学生には
確認しておきたい初期社会科のシティズンシップ教育の
概念である。

（２） 文部科学省（2017a）   小学校学習指導要領解説社
会編の「公民としての資質・能力」

　さて、今日の４分の３世紀を経た今日の社会科で育む
シティズンシップである。文部科学省（2017a）には次
のような記述がある。

公民としての資質・能力の基礎
　社会科，地理歴史科，公民科において育成する資
質・能力は，従前からの学習指導要領における教科
目標の趣旨を引き継ぎつつ，改めて三つの柱に整理
し直す観点から，「公民としての資質・能力」とした。
公民としての資質・能力とは，選挙権を有する 18 歳
に求められる「広い視野に立ち，グローバル化する
国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び
社会の有為な形成者に必要な資質・能力」であると
考えられる。グローバル化が一層進むことが予測さ

れるこれからの社会において，教育基本法，学校教
育法の規定を踏まえ，国家及び社会の形成者として
必要な資質・能力を育むことの大切さへの意識をも
つことを期待してこのような表現とした。
　「広い視野に立ち」は，中学校社会科の目標に示さ
れている文言であり，小学校社会科から中学校社会
科への接続・発展を意図している。すなわち，中学
校社会科は分野別に学習する構造になっており，社
会的事象を多面的・多角的に考察することや複数の
立場や意見を踏まえて選択・判断することなどが求
められている。また，学習対象も小学校以上に世界
へと広がりを見せる。こうした点を踏まえた表現で
ある。
　「グローバル化する国際社会」とは，人，もの，資
本，情報，技術などが国境を越えて自由に移動した
り，組織や企業，国家など様々な集合体の役割が増
大したりしていく国際社会を指している。
　「有為な」形成者とは，中学校社会科から高等学校
地理歴史科，公民科への接続・発展を意図している。
すなわち，高校生には選挙権を有する 18 歳に求めら
れる資質・能力である公民としての資質・能力を育
てることが必要であり，「有為な」は民主的な政治に
参画する国民としての資質・能力をも踏まえた表現
である。
　小学校社会科においては，こうした公民としての
資質・能力の基礎を育成することが求められる。
　「公民としての資質・能力の基礎」は，「知識及び
技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向か
う力，人間性等」の三つの柱に沿って整理した小学
校社会科の目標（１）から（３）までに示す資質・
能力の全てが結び付いて育まれるものであると考え
られる。
　なお，これまで「小学校学習指導要領解説　社会
編」等で「公民的資質」として説明してきた，「平和
で民主的な国家・社会の形成者としての自覚，自他
の人格を互いに尊重し合うこと，社会的義務や責任
を果たそうとすること，社会生活の様々な場面で多
面的に考えたり，公正に判断したりすること」など
の態度や能力は，今後も公民としての資質・能力に
引き継がれるものである。
文部科学省（2017a）小学校学習指導要領解説社会編

第２章第１節　（下線は筆者）

　これまでの「公民的資質」が「公民にとしての資質・
能力」となっている。そして、「広い視野に立ち，グ
ローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的
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な国家及び社会の有為な形成者に必要な資質・能力」と
して定義されている。
　今日の学習指導要領では、「資質・能力」、いわゆるコ
ンピテンシーを育むことが重視されている。激変する
社会を生き合うコンピテンシーであろう。実際の授業
では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学び
に向かう力・人間性」の育成を目標として、単元デザイ
ンしていくことになる。また、主体的・対話的で深い学
びを実現させる授業改善が求められている。子どもの問
題解決的な学習活動を通して、「社会的な見方・考え方」
を働かせること、「概念に関する知識」を獲得すること
が求められている。
　注目すべきは「有為な」形成者として、「民主的な政
治に参画する国民としての資質・能力」をとりあげてい
ることである。1990 年代以降、国際的なシティズンシッ
プ教育では「社会参画」がキーワードになっている。日
本では 18 歳成年・選挙権から主権者教育が重視されて
いる。第６学年では「政治学習先習」となっている。

（３） 文部科学省（2017b, 2017c）小学校学習指導要領
総則等の「情報活用能力」

　現行の小学校学習指導要領を読んでいても、デジタ
ル・シティズンシップという用語を見つけることはでき
ない。文部科学省（2017b）には、１人１台端末を見通
して、学習の基盤となる資質・能力の一つとして，情報
活用能力（情報モラルを含む）を総則に見ることができ
る。

（１）各学校においては，児童の発達の段階を考慮し，
言語能力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問
題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力
を育成していくことができるよう，各教科等の特質
を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成
を図るものとする。

文部科学省（2017b）小学校学習指導要領
第１章第２の２の（１）　（下線は筆者）

　また、文部科学省（2017c）には

　情報活用能力をより具体的に捉えれば，学習活動
において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を
適切に用いて情報を得たり，情報を整理・比較した
り，得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり，
必要に応じて保存・共有したりといったことができ
る力であり，さらに，このような学習活動を遂行す
る上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や，

プログラミング的思考，情報モラル，情報セキュリ
ティ，統計等に関する資質・能力等も含むものであ
る。
　こうした情報活用能力は，各教科等の学びを支え
る基盤であり，これを確実に育んでいくためには，
各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図
ることが重要であるとともに，そうして育まれた情
報活用能力を発揮させることにより，各教科等にお
ける主体的・対話的で深い学びへとつながっていく
ことが一層期待されるものである。

文部科学省（2017c）
小学校学習指導要領解説総則編 p50　（下線は筆者）

と全教科等で育む資質・能力であることが明記されてい
る。
　子どもが社会的な見方・考え方を働かせ、概念に関す
る知識（生きて働く知識）を獲得する社会科では、１人
１台端末の利活用は必要不可欠となる。社会科は、子ど
も自身が必要な情報の収集・読解・選択等をはじめ、そ
れらの比較・関連づけ・意味追究等の考察を通して社会
生活を理解する教科であるからである。
　この総則編には、資質・能力の３本柱で情報活用能力
を整理した参考資料が添付されている。

参考：情報活用能力を構成する資質・能力
（知識・技能）
　情報と情報技術を活用した問題の発見・解決等の
方法や，情報化の進展が社会の中で果たす役割や影
響，情報に関する法 ･ 制度やマナー，個人が果たす
役割や責任等について，情報の科学的な理解に裏打
ちされた形で理解し，情報と情報技術を適切に活用
するために必要な技能を身に付けていること。

（思考力・判断力・表現力等）
　様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え，
複数の情報を結びつけて新たな意味を見出す力や，
問題の発見・解決等に向けて情報技術を適切かつ効
果的に活用する力を身に付けていること。

（学びに向かう力・人間性等）
　情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報
社会に主体的に参画し，その発展に寄与しようとす
る態度等を身に付けていること。

文部科学省（2017c）
小学校学習指導要領解説総則編 p51　（下線は筆者）

　文部科学省としては、デジタル・シティズンシップと
しての表現はない。しかし、情報社会に主体的に参画
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し、その発展に寄与しようとする態度としての表現があ
る。

２　経済産業省のシティズンシップ教育
（１） 「シティズンシップ教育宣言」にあるアクティブな

市民
　2006 年、経済産業省が「シティズンシップ教育宣言」
を発信した。1990 年代から 2000 年代はじめにかけて、
欧米で若者たちの社会不参加が問題になっていた。社会
格差や分断、排除等が明らかになり、大人になれない若
者やパラサイトシングル等が世界的に蔓延するという背
景がある。日本でも経済不況等の影響からフリーターや
ニート、投票率の低下等が社会問題化していた。経済産
業省（2006）の報告書では、シティズンシップ教育の必
要性を次のように説明している５）。

　私たち研究会では、今後、わが国において、成熟
した市民社会が形成されていくためには、市民一人
ひとりが、社会の一員として、地域や社会での課題
を見つけ、その解決やサービス提供に関わることに
よって、急速に変革する社会の中でも、自分を守る
と同時に他者との適切な関係を築き、職に就いて豊
かな生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、
さらによりよい社会づくりに参加・貢献するために
必要な能力を身に付けることが不可欠だと考えます。
そして、その能力は、現代社会を生きる全ての人々
が元来持ち合わせているべきものであると考えます。 
　一方で、こうした能力を身に付けることは、いか
なる人々にとっても、個々人の努力に負うことには
限界があり、家庭、地域、学校、企業、団体など、
様々な場での学習機会や参画機会の保障を通じては
じめて体得されうるものであると考えます。このた
め、市民一人ひとりがこうした必要な能力を持つよ
うになる上で、教育の果たす役割は重要です。 
　私たち研究会では、これまで述べてきたような能
力を市民一人ひとりが身に付けることを目標にした
教育を「シティズンシップ教育」と呼び、シティズ
ンシップ教育の具体的な内容や実施のあり方を検討
することとしました。シティズンシップ教育を通じ、
わが国においても、成熟した市民社会が形成される
ことを期待します。 
　なお、誤解を招かないように改めて説明を加えま
すと、私たち研究会の提言は、市民に奉仕活動など
を義務付けたり、国家や社会にとって都合よい市民
を育成しようという目的のものではありません。起
点を市民一人ひとりに置いて、市民が社会の一員と

して参加し、自分を守り、声を上げ、豊かな生活を
送り、個性を発揮し、自己実現し、よりよい社会づ
くりに参加・貢献できるようにすることが第一の目
的であり、それが、ひいては、社会の持続的な発展
や統合につながっていくという観点からの提言です。

経済産業省（2006）報告書　（下線は筆者）

　終戦直後の初期社会科から続いている「平和で民主的
な国家社会の形成者に必要な資質・能力」から約 60 年、

「自他尊重と社会参画」のシティズンシップ教育の進化
を見ることができる。そして、シティズンシップを次の
ように定義している。

　多様な価値観や文化で構成される社会において、
個人が自己を守り、自己実現を図るとともに、より
よい社会の実現に寄与するという目的のために、社
会の意思決定や運営の過程において、個人としての
権利と義務を行使し、多様な関係者と積極的に（ア
クティブに）関わろうとする資質

経済産業省（2006）報告書　（下線は筆者）

　これらの宣言から、イギリスのクリックレポートやシ
ティズンシップ教育等の研究が進み、経済の低迷から市
民を元気にする実践研究が各地で実施されるようになっ
た。品川区教育委員会の「市民科」や和歌山県教育委員
会の「市民性を育てる教育」、八幡市教育委員会の「や
わた市民の時間」教育等、地域性を活かしたシティズン
シップ教育の実践である。
　いずれも、自律・共生・社会参加等をテーマにしたシ
ティズンシップ教育実践である。社会科のみならず総合
的な学習の時間や特別活動等で社会参画というキーワー
ドが取り上げられるようになってきたのもこの時期であ
る。
　西宮市（2022）は教育大綱に、「社会の一員」という
キーワードでシチズンシップの醸成を明示している６）。
西宮の子どもたちへは「私たち一人ひとりの気持ちや行
動が社会をつくることを意識し、社会の一員として思い
やりを持ち、行動しましょう」と発信している。さら
に、西宮の大人たちへは「社会の一員として、何ができ
るかを考え、行動し、子供の模範となるよう心がけま
しょう」と共創共生する市民性の醸成を求めている。

（２） 「未来の教室」ビジョンにある未来を創る当事者
（チェンジ・メイカー）

　経済産業省（2019） は「未来の教室」ビジョン第２次
提言を発信している。「EdTech の力で、一人ひとりに
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最適な学びを」「STEAM の学びで、一人ひとりが未来
を創る当事者（チェンジ・メイカー）に」がサブテーマ
である。
　Society 5.0 の実現の教育課題を乗り越えるために、

「一人ひとりの子ども達の心をワクワクさせ、未知の課
題に果敢に挑戦する心を引き出し、未来を創る当事者

（チェンジ・メイカー）に育むための教育のあり方を具
体的に提言したい。」とのことである７）。そして、この
改革に向けた３本の柱を、「学びの STEAM 化」「学び
の自立化・個別最適化」「新しい学習基盤づくり」をあ
げている。
　経済産業省の産・官・学の強みを活かした、STEAM
ライブラリー・未来の教室がすでにネット上にアップさ
れている。子ども・教職員・保護者等がいつでも活用で
きる多種多様なデジタルコンテンツである８）。
　それらの１つにデジタル・シティズンシップ育成に関
わる動画がある。

【小学校低学年向け】 “じぶんの” パソコンをまなびにつ
かうってどういうこと？

【小学校低学年向け】 “じぶんの” パソコンとじょうずに
つきあうには？

【小学校中～高学年向け】 メディアの使い方、自分でバ
ランスをとるには？

【小学校中～高学年向け】 ネットでのやりとり、どうす
れば相手にうまく伝わる？

【小学校中～高学年向け】 責任ある発信ってどういうこ
と？

【中学・高校生向け】 オンラインでの発信が未来や社会
に与える影響とは？

【中学・高校生向け】 情報を編集・発信するときの責
任ってなんだろう？

【中学・高校生向け】 みんなが納得する社会課題解決っ
て？

【教員・保護者向け】 教材解説：GIGA スクール時代の
テクノロジーとメディア～デジタ
ル・シティズンシップから考える
創造活動と学びの社会化～

子どもの発達段階や見守る大人のニーズに応じた動画教
材の発信である。デジタルテクノロジーをポジティブに
活用し、子どもたちの自律と問題解決、社会参画を促進
していく動画教材である。
　今度珠美・林一真（2020）は、これらのデジタルコン
テンツを利活用する教育者の役割を次のように整理して
いる９）。

１　ICT の利活用を前提とすること。

２　学習者中心の教育方法を示すこと。
３ 　ジレンマ事例の行動や背景となる事情と、児童

生徒が検討した行動の選択肢を受容すること。
４ 　対処の方法と準備、その理由について、児童生

徒が自ら考え整理できるようにすること。
５ 　児童生徒が他者の意見もふまえ、十分話し合い

意思決定できるよう配慮し、授業者の考えを押し
つけない。

６ 　人権と民主主義のための情報社会を構築する、
善き市民となるための学びであることを意識する
こと。　

今度珠美・林一真（2020）　（下線は筆者）

　これらは、デジタル・シティズンシップ教育に躊躇す
る教員や学生の背中を押すナッジとなるであろう。

３　内閣府の「社会参画」教育
（１）内閣府の社会形成・社会参加に関する教育
　2010 年代になり、文部科学省や経済産業省だけでは
なく、各省庁が連携してシティズンシップ教育を推進す
ることになってきた。内閣府（2010）の「平成 22 年版 
子供・若者白書」には社会形成・社会参加に関する教
育（シティズンシップ教育）の推進として次の記述があ
る 10）。
　「社会の一員として自立し，権利と義務の行使により，
社会に積極的に関わろうとする態度等を身に付けるた
め，社会形成・社会参加に関する教育（シティズンシッ
プ教育）を推進することが必要である。」
　そして、毎年各省庁発の教育実践を白書で報告してい
る。法教育（法務省）、租税教育（国税庁）、金融経済教
育（金融庁）等の教育実践が情報提供されるようになっ
てきた。
　しかし、この白書でシティズンシップ教育の表記が
あったのは平成 25 年版までである。詳細については不
明ではあるが、今日の内閣府（2022）の令和４年版白書
では「社会の形成に参画する態度を育む教育の推進」と
して次のように明示されている 11）。
　「子供や若者は次代を担う存在であり、彼らが自立し
た社会人として生きていくためには、世の中の仕組みや
社会人としての権利・義務などに関する正しい知識を持
ち、また、社会の形成者としての基本的な資質や能力、
態度を身に付けておく必要があり、そのための教育や機
会の提供が重要である」
　そして、各省庁の教育実践として、⑴学校教育におけ
る取組（文部科学省）　⑵主権者教育（総務省、文部科
学省）　⑶法教育（法務省）⑷租税教育（国税庁）⑸金
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融経済教育（金融庁）⑹労働者の権利・義務に関する
教育（厚生労働省）⑺消費者教育（消費者庁、文部科学
省）⑻社会保障に関する教育（厚生労働省）⑼外交や防
衛についての情報提供・意識啓発（外務省、防衛省）が
報告されている。

（２）内閣府のデジタル・シティズンシップ教育
　内閣府、総合科学技術・イノベーション会議（2022）
は、「Society 5.0 の実現に向けた教育・人材育成に関す
る政策パッケージ」を公表している 12）。
　【政策１】子供の特性を重視した学びの「時間」と

「空間」の多様化〈施策・方向性〉では、子どものデジ
タル・シティズンシップの育成と次期学習指導要領改訂
の方向性を提案している。
　課題・ボトルネックとして、「させない、触れさせな
い指導の情報モラル教育」に留まっていることや、コン
テンツや教育手法の不足をあげている。
　必要な施策・方向性としては、デジタル・シティズン
シップ教育推進のためのカリキュラム等の開発あげてい
る。自分たちの意思で自律的にデジタル社会と関わって
いくためのデジタル・シティズンシップ教育を充実させ
るための教職員研修の必要性も明示している。また、次
期学習指導要領の改訂の検討においても、デジタル・シ
ティズンシップ教育を各教科等で推進することを重視す
るとの方向性が示されている。
　具体の検討・実施体制としては、情報を主体的に捉
え、何が重要かを主体的に考え、見いだした情報を活用
する力である情報活用能力の育成について、好事例の発
信することとしている。次期学習指導要領の改訂に合わ
せて、情報活用能力のさらなる育成を図るために文部科
学省と経済産業省等にアクションプランを求めている。

４　人権教育を基盤とした市民性教育
　関西圏を中心にした大学の人権教育の担当教員らが、
人権教育を基盤にした市民性教育を発信し続けている。
　池田寛（2005）の市民（citizen）をつくるがベースに
なっている 13）。
　「日本は民主主義社会といえるのか。私が、市民性
教育（citizenship education）を提唱する理由は何か。」

「デューイが指摘するように、現実の社会には分裂や障
壁や対立や反目が満ちあふれている。それをのりこえ
て、他者の経験と自己の経験を共有できるまでに交流を
深め、つながりや信頼を築いていくしか方法はないのだ
ろう。」「デューイによれば、その二分化・分解・隔離・
へだたりの障壁をつきくずす営みこそが民主主義的実践
ということになる。」等の記述から推察できるように、

社会科教育の基礎ともいえるデューイの民主主義教育が
基盤になっているようである。
　社会的な障壁をつきくずし、よりよい社会に変革する
人権尊重のコミュニティづくりに参画する人間を育てる
ことが市民性教育ということになる。
　森実（2013）は、教員や学生たちになかなか理解され
ないシティズンシップの概念について次のように解説し
ている 14）。

　二十一世紀になって、ヨーロッパなどではシティ
ズンシップ教育が広く展開されるようになりました。
シティズンシップとは、まず「市民としての権利」
のことです。英語の「チャンピオンシップ」は「選
手権」と訳されます。この意味では、シティズンシッ
プ教育とは、「市民としての権利」を学ぶ教育という
ことになり、人権教育とかなり重なります。シティ
ズンシップのもう一つの意味は、「市民としての行動
力」という意味です。「スポーツマンシップ」といえ
ば、「スポーツマンとしてのすがすがしい行動力」に
なります。だからシティズンシップ教育とは、自分
やほかの人のもつ権利を自覚し、積極的に社会参加
する市民を育てようとする教育のことです。より行
動力に焦点を合わせた人権教育だといえるでしょう。

森実（2013） （下線は筆者）

　これらの、自他の人権尊重・社会参加・行動力等の人
権教育を基盤とした市民性教育の実践研究は大阪府内の
小中学校、高校で着実に展開されている。
　若槻健（2019）は、松原市内の小中学校・高校で実践
研究について参与観察等を通して人権教育を基盤とした
市民性教育の特徴を次の５点に整理している 15）。
　①自己、他者、ものごとへの基本的な信頼　
　②仲間の「しんどさ」を知る　
　③仲間や地域の大人たちから学ぶ　
　④行動を起こす　
　⑤ 社会の多様性の尊重−小さなものに耳を傾け、応答

する
　また、ゆめみらい学園（2021）は、高槻市内の小中学
校での社会参画力の育成を中心に据えた人権教育を基盤
とした実践研究である 16）。
　社会参画力を、
　① 社会の中から課題をとらえ解決する力（かんがえる

力）
　② 矛盾や困難を乗り越え自立して生きていく力（じり

つする力）
　③人や社会に働きかける力（つながる力）
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　④ 学ぶ意味をとらえ学んだことを社会に生かす力（き
わめる力）

と設定している。
　コロナ禍や Society 5.0 時代の到来の中で、予測困難
な時代を生き抜くために必要な力として社会参画力をと
らえている。そして、今こそ人権教育が重要とし、「大
きく社会が変化する中で、互いの様々な違いを乗り越
え、柔軟に対応していく力が子どもたちには求められて
いる中では、あらゆる分野で人権に関する理解を深め、
人権感覚を養い、実践行動していく力が不可欠である。
一人一人の多様性が尊重される社会を築いていく一員と
して、子どもたちには、・自分の大切さとともに、他の
人の大切さを認める豊かな心・今の課題に向き合い、未
来をよりよく生きる力（＝社会参画力）の育成が、今こ
そ重要となってくると考える。」としている。自他・多
様性の尊重と社会参画力の育成をめざしている。
　柏木智子（2021）ICT を活用した公正で質の高い教
育の実現に向けた展望と課題について国立教育政策研究
所の令和２年度教育改革国際シンポジウムで発言してい
る 17）。
　貧困・外国ルーツ・困りごとを抱える子どもとケアす
る学校・地域づくり、すべての子どもたちの学校生活・
地域生活への包摂を研究テーマにし、公正で質の高い教
育の実現をめざしていることからビジョナリートークが
はじまる。社会の分断を防ぎ、公正な民主主義社会を形
成する学校や地域が ICT を利活用していくための留意
点を提案している。
　ICT 利活用による個別最適な学びには、子ども一人
一人が能力や特性に応じて教材・方法・速さ・場所等を
選択して学べる利点がある。しかし、困りごとを抱える
子どもにとっては「ついていけない→つまらない」「簡
単すぎ→つまらない」となってしまうことがある。子ど
もの声の現れに傾聴し改善を図っていく必要があるとの
教職員への注意喚起である。そして、ICT を利活用す
る教師の役割をまとめている。
　・ ICT によって標準化されたカリキュラムではなく、

子どもの実態や内なる声に応じたカリキュラムに発
展させること

　・ ICT を活用しながら、子どもとあたたかな関係を
築き、子どもを共存在の人間として育てる、統合的
な専門性の習得

　・ ICT を活用して、ICT 化されない人間社会の形成
への寄与

　・ ICT 活用による再分配の強化と授業力・指導力・
ケア力の地道な開拓

　これらは、教育実習を前にして不安を抱えている学生

への強いメッセージとなる。子どもの言動を傾聴し、尊
重し、修整しながら共存在の人間として育ちあう専門性
を獲得していってほしいものである。

Ⅲ　�デジタル・シティズンシップの育成をめざす小学校
社会科の授業デザインの提案

　前章では、教員や学生が知っておくべく日本のデジタ
ル・シティズンシップ教育言説を概観してきた。小学校
社会科の授業改善で省察しておくべきことは次の４点で
ある。
① 　シティズンシップ教育とは、初期社会科から 75 年

以上も脈々と継続発展している社会科の目標「公民的
資質」「平和で民主的な国家・社会の形成者に必要な
資質・能力」を育成する教育であること。

② 　シティズンシップ教育とは、今世紀初頭に全世界が
陥った「失われた 30 年」「コロナパンデミック」「民
主主義の危機」等を克服するための社会参画教育であ
り、未来を創造する当事者教育であること。

③ 　デジタル・シティズンシップ教育とは、人権と民主
主義、誰一人取り残すことのない公正な情報社会を構
築する当事者を育成する教育であること。

④ 　情報活用能力（情報モラルを含む）とデジタル・シ
ティズンシップを二項対立でとらえることなく、デジ
タル情報の利活用で社会参画の資質・能力・行動力等
を育成し、共生社会の実現をめざす教育であること。

　本章では、これらを踏まえた具体的な授業デザインを
提案する。学生たちの「どのように教育 DX の社会科の
授業をデザインしていくのか」等の問いに応えていきた
い。教職課程コアカリキュラムに即して、第５学年の新
単元「我が国の産業と情報との関わり」を事例として取
り上げる。学生自身が学習指導案を作成できるようにな
るまで授業デザインのスキルを提案していきたい。

１　目標（ゴール）の設定
　学生からは「社会科は何を教えていいのかよくわから
ない」という声が多い。学生自身の小学校時代を想起さ
せても、社会見学などの体験学習は面白かったが何を理
解したのかよくわからないと言う。つまり、ゴールが見
えていないのである。
　そこで、現行の学習指導要領の読み込みからはじめ
る。本単元は第５学年の第４単元であり、社会の情報化
と産業の関わりについて理解できるようにすることが
ゴールになる。農業や水産業等の食料生産、自動車産
業等の工業生産に続く第３次産業の学習である。社会
科 DX に特化した産業学習である。
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　次に内容構造からゴールを読み解くことである。

第５学年の内容
（４）我が国の産業と情報との関わりについて，学習
の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を
身に付けることができるよう指導する。
　ア　次のような知識及び技能を身に付けること。
　　ア 　放送，新聞などの産業は，国民生活に大き

な影響を及ぼしていることを理解すること。
　　イ 　大量の情報や情報通信技術の活用は，様々

な産業を発展させ，国民生活を向上させてい
ることを理解すること。

　　ウ 　聞き取り調査をしたり映像や新聞などの各
種資料で調べたりして，まとめること。

　イ 　次のような思考力，判断力，表現力等を身に
付けること。

　　ア 　情報を集め発信するまでの工夫や努力など
に着目して，放送，新聞などの産業の様子を
捉え，それらの産業が国民生活に果たす役割
を考え，表現すること。

　　イ 　情報の種類，情報の活用の仕方などに着目
して，産業における情報活用の現状を捉え，
情報を生かして発展する産業が国民生活に果
たす役割を考え，表現すること。

文部科学省（2017b）小学校学習指導要領
第２章第２節　（下線は筆者）

　本中単元「情報を生かす産業」は、放送・新聞などの
情報産業の学習に続く学習である。授業者としては下線
部を確認しておくことになる。このように、学習指導要
領をベースに、中単元のゴールを射程にすることが教材
研究のスタートとなる。
　教育実習を前に焦って小学校教科書やその教師用指導
書等を持ち込んで、社会科の授業づくりの相談がある。
その時こそが学習指導要領を読解するチャンスとしてい
る。教科書にあるのは事例である。事例には意味があり
工夫があることを学習指導要領の内容から学ばせたい。
そして、子どもや学校、地域の実態に応じた単元デザイ
ンの見通しをもたせるようにしている。

２　単元デザインの基礎・基本
　現行の学習指導要領には、かなり踏み込んだ形で単元
デザインの基礎・基本が明示されている。第３の指導計
画の作成と内容の取扱いには次の記述がある。

（１）単元など内容や時間のまとまりを見通して，そ
の中で育む資質・能力の育成に向けて，児童の主体
的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。
その際，問題解決への見通しをもつこと，社会的事
象の見方・考え方を働かせ，事象の特色や意味など
を考え概念などに関する知識を獲得すること，学習
の過程や成果を振り返り学んだことを活用すること
など，学習の問題を追究・解決する活動の充実を図
ること。

文部科学省（2017b）小学校学習指導要領
第１章第３　（下線は筆者）

　下線部には社会科の単元デザインや授業づくりのエッ
センスがある。筆者は、教員や学生がこの難解な表記を
肯定的に受けとめ、行動変容できるように、次の表１の
ような仕掛けを提案している 18）。
　そして、この仕掛けに学習指導要領の内容を貼付した
り、教科書の学習問題を参考にしたりしてメモをしてい
く。本中単元「情報を生かす産業」でコンビニエンスス
トアの事例を取り上げ、表２のように整理した。
　NHK for school の番組視聴による教材研究から始め
させた。番組の構成から問題発見や活用できそうな資料
映像等を把握し、単元デザインを展開していく。そし
て、子どもたちの言動や発揮させたいデジタル・シティ
ズンシップを想定し、メモをするようにした。
　学生たちは、この仕掛けを利活用しながら、本中単元
の全貌をイメージのすることができる。学習指導要領の
読解や教材番組の視聴等で社会科 DX への第一歩を踏
み出すことができる。しかも、校務支援パソコンの範囲
内・短時間で授業デザインが可能となる。学生たちには
デジタル情報を利活用することで、単元デザインのスト
レス軽減を実感してもらいたい。

表１　単元デザインの仕掛け

？（問題発見・見通し） ?!?!?!（見方・考え方を働かせる） ‼（概念に関する知識の獲得）
（筆者作成）
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３　評価規準の作成
　主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善には、
指導と評価の一体化が必要不可欠である。評価規準と
は、子どもたちを点数や偏差値等で輪切りにしていくよ
うなものではない。教職員自らの授業改善のために、目
標に到達している子どもの姿を想定しておくことであ
る。目標実現のために問題解決を発揮している子どもの
姿で具体化しておくことで形成的評価と授業改善が可能
になるのである。実際の授業で、子どもの言動を傾聴
し、それらをリスペクトしたり、必要があるのなら修整
したりしていくための評価規準である。評価規準は、教
職員の授業改善のためのツールである。
　情報活用能力やデジタル・シティズンシップ等を育成
する社会科としては、文部科学省（2020）を参考に本中
単元の評価規準を作成してみた 19）。次の表３は、本中
単元で発揮する子どもの姿を併記した。授業中に情報活
用能力やデジタル・シティズンシップを発揮している子
どもの姿を具体的に把握しておくためである。

４　指導と評価の計画の作成
　目標の明確化、評価規準の作成の次に指導と評価の計
画である。本中単元では次のように表４を作成してみた。
　指導と評価の一体化については、授業者の負担になら
ないように１小単元１評価規準で設定している。子ども
ができているか、できていないかで評価規準を設定して
いるのではない。できている状態にするのが学力保障を
する教職員の仕事である。できていないのであれば修整
をしながら、子どもと共に壁を乗り越え、学力保障して
いけばよいのである。指導と評価の一体化は誰一人取り
残すことのない学力保障である。

５　本時の展開
　45 分間の授業の展開である。小単元の授業を問題解
決学習「つかむ・調べる・考える・ひろめる」で構成し
ている。45 分間であっても学習内容の理解については、

「見方・考え方」を働かせる必要があるからである。
　「つかむ」は授業の導入である。子どもたちにとって

「今日は何を学習するのか ?」、本時の問いの設定が問題
解決学習のスタートである。本時では、子どもたちのコ
ンビニ経験を引き出し「便利なコンビニエンスストアは
売り上げを高めるためにどのような情報を集め、何のた
めに活用しているのか ?」を設定することにした。「調
べる」は事実認識である。コンビニでおにぎりを買った
経験から、わかること・わからないことを明確にし、情
報ネットワークという見えないところを動画で調べるこ
とにした。ここで、１人１台端末を活用し、自分のペー
スで学習できるようにする。「考える」は意味追究であ
る。調べたことの背景にあるポイントカードや POS の
意味を追究し、自分の言葉や絵図で説明できるようにし
たい。

（１）ねらい
　コンビニエンスストアのおにぎりの販売から入荷のプ
ロセスを調べて、ポイントカードや POS システムによ
る情報収集や情報活用の意味を考えることができるよう
にする。

（２）本時の展開
　45 分間１小単元の展開である。問題解決学習として、

「つかむ・調べる・考える・ひろめる」の学習活動で構
成している。つかむ段階で「本時の問い ?」を、考える
段階の後半で「本時の発見‼」を設定している。

表２　単元デザインの仕掛けへのメモ

？（問題発見・見通し） ?!?!?!（見方・考え方を働かせる） ‼（概念に関する知識の獲得）
情報化社会とどうつきあうか ? イ 　情報の種類、情報の活用の仕方などに着目

して、産業における情報活用の現状を捉え、
情報を生かして発展する産業が国民生活に果
たす役割を考え、表現すること。

イ 　大量の情報や情報通信技術の活
用は、様々な産業を発展させ、国
民生活を向上させていることを理
解すること。

コンビニエンスストアは売り上
げを高めるためにどのような情
報を集め、何のために活用して
いるのか ?
・ 見学だけではわからないこと

はネットで調べよう。

ネットで調べること
・ 便利なサービス（ATM や市役所等）の背景

にある仕組みやつながり。
・ 情報システムを活用して、必要な商品をそろ

えている。
・ ポイントカード（個人情報）から購買傾向を

把握し、商品開発に活用している。

情報化社会で発揮するシティズン
シップ
・ 便利なサービスを支えているのは

情報ネットワークである。
・ ネットワークには悪用されるリス

クがある。
・ 自他の個人情報を守ることを常に

意識し、情報化社会に参画するこ
とが大切である。

（筆者作成）
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表３　「我が国の産業と情報との関わり」の評価規準

A 知識及び技能  

１  情報と情報技術を適切に活用するための
知識と技能

① 情報技術に関する技能
② 情報と情報技術の特性の理解
③ 記号の組合わせ方の理解

２  問題解決・探究における情報活用の方法
の理解

① 情報の収集、整理、分析、表現、発信の理解
② 情報活用の評価・改善のための理論や方法の理解

３  情報モラル・セキュリティなどについて
の理解

① 情報技術の役割・影響の理解
② 情報モラル・セキュリティの理解

本中単元で概念に関する知識・技能を獲得している子どもの姿
・ コンビニでは売り上げを高めるための大量の情報や情報通信技術の活用は、様々な産業を発展させ、国民生活を向上

させていることを理解している。
・コンビニでの買い物経験や調査体験、映像や各種資料で調べたりして関連図にまとめている。
B 思考力、判断力、表現力等
１  問題解決・探究における情報を活用する

力（プログラミング的思考・情報モラル・
セキュリティを含む）

事象を情報とその結び付きの視点から捉え、情報及び情報技術を適切か
つ効果的に活用し、問題を発見・解決し自分の考えを形成していく力
① 必要な情報を収集、整理、分析、表現する力
② 新たな意味や価値を創造する力
③ 受け手の状況を踏まえて発信する力
④ 自らの情報活用を評価・改善する力

本中単元で子どもたちが見方・考え方を働かせて問題追究している姿
・コンビニの情報サービスの種類、情報の活用の仕方等を調べている。
・コンビニの情報ネットワークをとらえ、それらの意味や役割等を考えている。
・コンビニの情報ネットワークに関する情報を持ち寄り、協働して関連図に表現している。
・情報ネットワークの便利さと危険性について説明している。
C 学びに向かう力・人間性
１  問題解決・探究における情報活用の態度 ① 多角的に情報を検討しようとする態度

② 試行錯誤し、改善しようとする態度
２  情報モラル・セキュリティなどについて

の態度
① 責任をもって適切に情報を扱おうとする態度
② 情報社会に参画しようとする態度

本中単元で育ちつつある主体的に学習に取り組む態度
・我が国の産業と情報との関わりについて、主体的に問題解決しようとしている。
・利便性や危険性を考えての社会生活に活かそうとしている。
・ 情報化社会や DX（ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変化させる）について考え、学習したこ

とを社会生活に生かそうとしたりしている。
（筆者作成）

表４　中単元名「情報を生かす産業」（全５時間）

小単元名（時数） 評価規準　（観点）
便利なコンビニエンスストア（１） 身近なコンビニについて利用経験を振り返り、学習問題「便利なコンビニエンス

ストアは売り上げを高めるためにどのような情報を集め、何のために活用してい
るのか ?」を協働して設定している。（主体的に学習に取り組む態度）

コンビニエンスストアの情報を活用した
販売（１・本時）

おにぎりの購入から再入荷までのプロセスを調べて、食品ロスなく販売す
るための情報活用の意味について考えている。（思考力、判断力、表現力等）

コンビニエンスストアの情報を活用した
サービスのひろがり（１）

コンビニにある様々なサービス（ATM・チケット予約・住民票等）につい
て調べ、それらの背景にあるコンビニの情報ネットワークの意味や役割を
考えている。（思考力、判断力、表現力等）

コンビニエンスストアの情報ネットワー
クの関係図づくり（１）

コンビニの情報活用を関係図にまとめ、ICT の活用は様々な産業を発展さ
せ，国民生活を向上させていることを理解している。（知識及び技能）

情報化社会とどうつきあうか ?（１） これまで学習してきたことから、情報に見え隠れする「便利」と「リスク」
について考え、自らのデジタル・シティズンシップを高めようとしている。

（主体的に学習に取り組む態度）
（筆者作成）
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Ⅳ　成果と課題

　本論文では、教育 DX に対応する教職科目・社会科指
導法の授業改善の提案を試みた。GIGA スクールが日常
化する小学校で学生が獲得しておかなければならない教
材開発 DX や授業デザイン DX 等について提案してき
た。
　デジタル・シティズンシップについて講義していた時
のことである。学生から「また、カタカナですか」「そ
れって、覚えておかなければなりませんか」等の意見や
不安の声があがってきた。社会科指導法の講義のはじめ
に「公民的資質＝ citizenship」を話してきたが、学生た
ちの意識では「GIGA スクールの実現→１人１台端末→
デジタル・シティズンシップの育成」がつながっていな
かったのである。

　この反省から、Ⅱでは先行研究の概観と省察が始め
た。シティズンシップ教育の概念が多義的で定着してい
ないことから、学生に必要な概念整理を試みた。文部科
学省や経済産業省等の取り組みや人権教育を基盤とした
市民性教育に焦点化して概念整理を試みた。「平和で民
主的な国家社会の形成者に必要なシティズンシップ」→

「社会参画・未来を創る当事者としてのシティズンシッ
プ」→「他者への共感、人権や民主主義の尊重などを基
盤とするシティズンシップ」等の教育が必要なことを学
生たちに意識づけることができた。そして、デジタル・
シティズンシップは、子どもたちにも大人たちにも必要
な「デジタル技術の利活用を通じて、社会に積極的に関
与し、参画する資質・能力」であることを理解できるよ
うにしてきた。
　Ⅲは学生の要望によるものである。「社会科の授業は

表５　「コンビニエンスストアの情報を活用した販売」の展開

〇学習活動　・学習内容 ◎指導上の留意点　☆評価

つ
か
む

〇 コンビニエンスストアの活用について話し合
う。

・朝食の購入
・コンサートチケットの購入　など

本時の「問い ?」
便利なコンビニエンスストアは売り上げを高め
るためにどのような情報を集め、何のために活
用しているのか ?

◎ コンビニエンスストアの便利さを共有し、その背景にある情
報活用について興味を引き出すようにする。

◎ コンビニの情報ネットワークについては、NHN for school 小
学５年社会「未来広告ジャパン！」第 17 回 情報化社会とど
うつきあうか

　 （https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_
id=D0005120447_00000）を活用する。

◎ 番組内のクイズの場面を大型テレビで視聴、参加させ「コン
ビニエンス＝便利」をとらえることができるようにする。

調
べ
る

〇 コンビニエンスストアのおにぎりの販売と入
荷のプロセスについて調べる。

・ポイントカード
・POS
・個人情報の収集
・店舗と本部と工場等のネットワーク

◎ コンビニの見学だけではわからない情報活用等の仕事につい
て、動画資料で調べることができることを知らせる。

◎ 動画の展開が速いことから、１人１台端末を活用することで
自分のペースで必要な情報を獲得することができるようにす
る。

考
え
る

〇 コンビニエンスストアが情報を収集したり、
活用したりしているわけを考える。

・よく売れる商品の欠品を防ぐ
・売れ残る商品を調べて食品ロス等を防ぐ
・顧客の好みを調べて商品開発の研究をする

本時の「発見‼」
コンビニは、様々な情報の収集・ネットワーク
の活用をして、コストの削減、食品ロスの防止
等を努力して売り上げを高めている。

☆ 番組内の動画から、コンビニの情報収集・活用の意味をとら
えている。

◎ コンビニが情報活用をして様々な工夫をしている仕事の意味
を説明できるようにする。

◎ 子どもの説明を協働思考し、学級の本時の「発見‼」として、
短文に整理する。

◎協働学習による理解を実感できるようにする。

ひ
ろ
め
る

〇 販売以外のサービス（ATM 等）と情報ネット
ワークについて話し合う。

◎次時の学習予告をする。
◎  NHN for school「未来広告ジャパン！」の HP の動画やス

キップ等の活用で予習できるようにする。
（筆者作成）
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難しい」「教育採用試験の模擬授業では、社会科にあた
りたくない」等の声が多いことへのモデル授業の提案で
ある。主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善が
求められている。子どもたちが、社会的な見方・考え方
を働かせて、概念に関する知識を獲得していく社会科の
授業実践が求められている。
　新単元、第５学年「我が国の産業と情報の関わり」で
授業デザインの基礎・基本を提案した。学生たちには、
教材研究 DX や授業デザイン DX 等ができるようにし
てきた。教育 DX によって指導と評価の一体化・授業改
善が日常化するように提案したつもりである。多くの教
職員・学生からご批正をいただければ幸いである。
　学生たちは今後、小学校で多様なデジタルコンテンツ
を使いこなしていくことになる。これらの仕事を通し
て、子どもたちに情報消費者・情報生産者としての意
識、オンラインによる情報源の批判的評価力、プライバ
シーとセキュリティの問題に関する知識等々を指導・支
援していくことになる。
　中央教育審議会（2021）は、2020 年代を通じて実現
すべき「令和の日本型学校教育」の教職員の姿として、

「教師が技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り
巻く環境の変化を前向きに受け止め，教職生涯を通じて
探究心を持ちつつ自律的かつ継続的に新しい知識・技能
を学び続け，子供一人一人の学びを最大限に引き出す教
師としての役割を果たしている。その際，子供の主体的
な学びを支援する伴走者としての能力も備えている。」20）

を求めている。今後も教員養成を通して、教職員自身が
子どもや保護者等と共にデジタル・シティズンシップを
高め合えるような実践研究を展開していく。「環境の変
化を前向きに受け止め」、「自律的かつ継続的に新しい知
識・技能を学び続け」、「子供の主体的な学びを支援する
伴走者」としての教員養成を社会科教育や総合的な学習
の時間等で探究していきたい。

注
１） デジタル・シティズンシップの説明については、国際大学

の豊福晋平准教授の協力による動画「１人１台端末時代だ
からこそ必要とされる学び、デジタル・シティズンシップ
教育」を配信している。この動画では、テクノロジーの善
き使い手を育てるデジタル・シティズンシップ教育の３原
則、「①安全に②責任をもって③相手を尊重する」をあげ
ている。そして、デジタルコミュニケーションの積極的・
社会的意義を主張している。さらに、具体的に学んでいる
子どもの姿も動画「１人１台端末を活用して学習している
子どもたちの様子（小学校編）」を配信している。

２） 大阪市教育委員会では、2022 年４月に改訂された大阪市教
育振興基本計画を市民・保護者等に具体的にホームページ

で発信している。「大阪市学校教育 ICT ビジョンめざす子
ども像」の４つの基本方針等を次のようにあげている。

　　　　１　問題発見・解決のプロセスにおける ICT 活用
　　　　２　個別最適な学びにおける ICT 活用
　　　　３　安全・安心な教育環境の実現に向けた ICT 活用
　　　　４　学びを支える ICT 環境の整備
　　 ICT の授業活用だけではなく、学びの可視化や学校生活状

況等の可視化など校務系データと学習系データを連携させ
て、子ども理解につなごうとしているところに特色がある。

３） 山本朋弘，野上俊一，石田靖弘，小柳和喜雄，廣瀬真琴
（2021）　p125  

４） 文部省（1948）　小学校社会科学習指導要領補説の目標に
は、「公民的資質」について、理解・能力・態度等を統一
的にとらえた概念としてあげられている。「○○する力」

「○○する心」等が一体化されていて今日の「資質・能力」
や「エージェンシー（行為主体性）」の育成に通じるもの
である。　

５） 経済産業省（2006）は、シティズンシップ教育の必要性と
目標 p9 で、シティズンシップの定義を p20 で明記してい
る。

６） 西宮市（2022）では、西宮市の教育大綱に「シチズンシッ
プ」を掲げ、まちづくりに参画する大人も子どもにも必要
な資質・能力として住民に訴え続けている。

７） 経済産業省（2019）　p2 には、社会参画力の育成からさら
に進化したエージェンシー（行為主体性）の育成を見出す
ことができる。

８） 経済産業省（2020）　デジタルコンテンツ「STEAM ライ
ブラリー・未来の教室」よりデジタル・シティズンシップ
に関する動画を参照。

９） 今度珠美・林一真（2020）　p131 には、デジタル・シティ
ズンシップの定義はないが、授業場面での具体的な留意点
が明示されている。　

10） 内閣府（2010） 第２部子ども・若者に関する国の施策 第２
節子ども・若者の社会形成・社会参加支援 p102 には「シ
ティズンシップ」の表記があった。

11） 内閣府（2022）　第４節社会形成への参画支援 pp62-68 で
は、社会の形成に参画する知識・理解、資質・能力、態度
等として取り上げられている。

12） 内閣府、総合科学技術・イノベーション会議（2022）　p28
には次期学習指導要領を射程に入れた改善・改革の方向性
が明示されている。

13） 池田寛（2005）　pp141-142 には、人権・民主主義を基盤と
した市民性教育の基本的な考え方が明示されている。

14） 森実（2013）　pp46-47 には「シティズンシップ」について
のわかりやすい解説がある。

15） 若槻健（2019）　pp285-291 より、その特徴を整理したもの
である。

16） ゆめみらい学園（2021）　pp1-2 には、人権を大切にした社
会参画力の育成が明記されている。

17） 柏木智子（2021）は人権教育を基盤にした ICT を活用した
公正で質の高い教育を提言している。全国の小学校では形
式的平等の文化は浸透しているが、公正の考え方はまだま
だ課題が多い。例えば、１人１台端末は全員に配置したが、
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タイピング等でストレスを抱える子どもの存在も考慮しな
ければならない。１人１台端末を活用した誰一人取り残さ
ない学力保障は教職員や学生のケアリングに課題があるよ
うである。

18） 武部浩和（2021）　pp44-47 では、多忙な教職員のストレ
ス軽減のための授業デザインの提案である。見方・考え方
を働かせ、概念に関する知識を獲得させるための社会科教
育 DX の第一歩である。

19） 文部科学省（2020）より体系表例を参照して本中単元の評
価規準を作成した。

20） 中央教育審議会（2021）　p22 には、「伴走者」としての教
師像が明示されている。ICT の利活用で自律的な問題解決
力を獲得していく子どもの育成には、学び続ける伴走者と
しての指導・支援の力量の発揮が必要不可欠となる。　
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The Possibility of Fostering Digital Citizenship in Elementary School Social 
Studies Education

: Approach from Teaching Course “Social Studies Teaching Methods”

Hirokazu Takebe
Osaka University of Comprehensive Children Education

　Each city has specified Educational DX (Digital Transformation) among the education guidelines. 
In elementary school social studies, fostering digital citizenship is a now pressing issue.
　This paper aims to propose improvements to the teaching profession course “Social Studies 
Teaching Methods” in order to dispel the anxiety experienced by digital native students aspiring to 
become teachers.
　First, is to clarify information literacy (including information ethics) and digital citizenship that 
teachers should acquire. Then, I will review previous research on these teaching methods. Next, I 
propose the possibility of improving the teaching ability of students who wish to become teachers 
through the creation of a teaching model.

Key words： student aspiring to teacher, teacher education, digital citizenship, elementary school 
social studies, class improvement




